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序　　　　　文

ガーナ共和国母子保健医療サービス向上プロジェクトは、ガーナ共和国の保健医療従事者（特

に母子保健分野）の再訓練制度の構築・強化を目標に、1997 年 6 月 1 日から 5 年間の予定で実施

されております。

プロジェクト開始後１年 4 カ月を経過した時点で、プロジェクト全体計画策定の遅延等の課題

が浮上していることに鑑み、これら課題を検討し、必要に応じて協力実施計画の見直しを行うこ

とを目標に、国際協力事業団は、1998 年 10 月 15 日から 10 月 26 日まで、東京大学大学院国際保

健計画学教室 梅内拓生氏を団長とする運営指導調査団を派遣しました。

本報告書は、本調査団が実施した調査および協議の内容と結果等を取りまとめたものです。こ

こに、本件調査にあたりご協力いただきました調査団員および関係各位に対しまして、深甚なる

謝意を表しますとともに、今後とも本件技術協力の成功のために、いっそうのご指導、ご鞭撻を

お願い申しあげます。

　平成 11 年 9 月

国 際 協力事業団　　

理事　阿 部 英 樹　　
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1.  運営指導調査団派遣

1 － 1　調査団派遣の経緯と目的

ガーナ共和国（以下「ガーナ」と略称）では、高い出生率および死亡率の低下により、近年の人

口増加率は毎年 3％前後の高水準で推移しており、急激な人口増加が問題となっている。これに対

応するべく、同国政府は母子の疾病罹患や死亡の減少を目標に母子保健・家族計画サービスの強

化を保健医療行政の基本方針として掲げている。

また、同国において、保健医療分野の人材育成も重要課題のひとつである。同国政府は、保健

医療従事者の質の向上を図るためにインサービストレーニング（In-Service Training : IST）を

行っているが、体系的な政策・プログラムの欠如により十分な研修効果があがっていない。

このため、同国よりわが国に対して、医療分野の人材養成計画の見直しと IST 強化に関するプ

ロジェクト方式技術協力の要請がなされた。

これを受けて、わが国は、1997 年 6 月 1 日から 5 年間、母子保健を中心とした保健医療従事者

の IST 向上のための協力（ガーナ共和国母子保健医療サービス向上プロジェクト）を実施するこ

ととした。

プロジェクト開始後 1 年 4 カ月を経過した現在、下記の課題があげられる。

　①　インサービストレーニング全体計画策定の遅延

　②　母子保健長期専門家の派遣の遅延

　③　プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix : PDM）の完成：

1997 年 11 月の計画打合せ調査時に概略を作成した PDM を完成する。主な協議項目は以

下の 2 点である。

 i）インサービストレーニングの最終到達目標

ii）情報システム構築の最終到達目標

本調査団は、プロジェクトの活動進捗状況を把握し、上記課題を検討したうえで、必要に応じ

協力実施計画の見直しを行い、協力内容の適正化を図ることを目的として、1998 年 10 月 15 日か

ら 26 日までの日程で派遣された。

1 － 2　調査団の構成

　　　　　担当 　　　　 氏名 　　　　　　　　　所属

団長　　総　　括 　　梅内　拓生 　　　　東京大学大学院国際保健学教室

団員　　小児保健 　　　榊原　洋一　　 　　東京大学医学部小児科講師
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Regional Training Co-ordinator Ms. Ellen Sarapong-Akorsah

AESL（Construction Consultant） Mr. Patric Adugu

2）TSITO Health Centre, TSITO Sub-District in HO District

Senior Staff Nurse/Midwife Ms. Patience A. Gemadi

Senior Enrolled Nurse Ms. Justine Quarcoo

Senior Staff Midwife Ms. Vincentia Bansah

3）大蔵省

Head, Bilateral Economic Relations Unit  Ms. Agnes M. BATSA

4）保健省

Minister of Health Mr. Samuel Nuamah-Donkor

Deputy Minister Mr. Nana Pakky Acheampong

Dr. Moses Adibo

Acting Director of Medical Service Dr. Awudu Isaka-Tinorgah

Director, Institutional Care Division Dr. E.N. Mensah

Director, Human Resource Development Division Dr. Delanyo Dovlo

Dep. Director, Human Resource Division Dr. Ken Sagoe

Head, Public Relations Mr. Ken Anku

（2）日本側

1）在ガーナ日本国大使館

鈴木参事官

妹尾一等書記官

橋本専門調査員

2）JICA ガーナ事務所

鍋屋所長

友成所員
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2.  要　　　約

ガーナ共和国母子保健医療サービス向上プロジェクト運営指導調査団対処方針会議（1998 年 10

月 8 日）で確認された本調査団の調査項目、内容は以下のとおりであった。

①これまでの活動進捗状況の確認、特にインサービストレーニング（以下 IST）全体計画策定と

母子保健長期専門家派遣の遅延

②プロジェクト全体計画の修正、特に IST 全体計画と情報システム構築の最終到達目標の確認

③その他詳細協力計画の検討と策定

　・ローカルコスト負担

　・州研修センターの運用計画案

　・コレブ病院の位置づけ確認

　・事務所のスペース拡大

　・青年海外協力隊（JOCV）の協力

　・ガーナヘルスサービスへの改組による今後の活動への影響

本プロジェクト計画の初期段階から、個々のドナーごとの垂直的なプロジェクト（vert ica l

project）は受け入れない方針がガーナ側から示されていた。これは世界銀行などが中心となって

進めているコモンバスケット方式（ヘルスアカウントへの資金導入）による援助というスキームに

沿ったもので、現在でも多くのドナーが個別プロジェクトを行いながら一部の資金をヘルスアカ

ウントへ拠出している。ガーナ側の意向に沿った形で協議を重ね、最終的には全国への波及を前

提としたうえで、ボルタ、ウエスタン、ブロングアファホの 3 州とコレブ病院の 4 つのサイトで、

母子保健に重点をおいた IST システムの構築という目標をもって、本プロジェクトが開始された。

以前から続いているプロジェクトのように、保健省のほかに ad hoc の形でプロジェクト執行の主

体を置くのではなく、あくまで保健省に含まれた（integrate）形のプロジェクトであることがガー

ナ側の強い要請であったため、プロジェクトは保健省のなかに置かれた。また、プロジェクト期

間、マンパワーの制限があるために、すべての IST システム構築を目標に置きながらも、母子保

健の IST を重点領域にした。保健省のなかで IST を担当するのは人材養成局Human Resource De-

velopment Division（以下HRDD）であるが、母子保健はMedical Service Division のなかのMa-

ternal and Child Health ／ Family Planning （MCH ／ FP） Unit が担当している。討議議事録（以

下R ／D）に従えば、保健省に integrate されたプロジェクトであるために、それぞれの専門家は

保健省のなかの関連ある部署に配置されることになっている。

本プロジェクトには母子保健医療サービス向上プロジェクトという名称がついているが、その

中心的な目標は、ガーナ全体の IST システムのフレームワークを構築することである。母子保健
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分野は IST システム構築の際の優先エントリーポイントである。TSI を参照すればわかるように、

そのためのインフラストラクチャーのひとつである 3 州での研修センターの整備については、ほ

ぼ当初の計画どおり進行している。また IST のニーズサーベイのうちRapid Needs Assesment は

完了しており、全数調査であったために情報入力に時間がかかっていたNeeds & Baseline Survey

もあとはその結果を解析するだけになっており、大幅な遅れは来していない。実際のところ調査

団が到着した時点で一番「遅れ」ていたのは、IST システムの具体的な到達目標であった。

2 日間にわたるガーナ保健省人材養成局（HRDD）と各州の保健局長、IST コーディネーターと

の白熱した協議のなかで、本プロジェクトがめざすべき IST システムの具体的な目標が明らかに

なった。詳細については「4．次年度（1999 年度）活動計画」のなかで説明されるが、IST に関する

入力（finance, human resources, time management）、活動内容（planning, training needs, de-

velopment of skills, application, time management, monitoring & evaluation）、実施状態のす

べてを総覧できるコンピューターネットワーク（とソフト）の構築とその管理体制の整備がそれに

あたる。この情報システムを通じて、IST の現状分析と有効な資源の利用計画の策定が可能にな

ることが見込まれる。本プロジェクトでは、すでにシステムエンジニアの短期専門家が派遣され、

活動を開始しているが、情報システムの州やディストリクトレベルでの活用を可能にするために、

長期にわたる本部門専門家の派遣が必要と思われる。

各州の保健局長と IST のコーディネーターとの協議から、すでにそれぞれの州における母子保

健を重点にした IST 実施計画案と、IST 実施に必要なカリキュラムが明らかにされている。カリ

キュラムについては、当初は本プロジェクトで作成していく予定であったが、中田短期専門家の

調査などで、すでに大部分の IST カリキュラムは存在していることが明らかになっている。本プ

ロジェクトでは不足部分の補填と、その有効な利用計画を策定することが今後の課題となるであ

ろう。

母子保健専門家の派遣計画の遅延は、「母子保健医療サービス向上プロジェクト」という名称か

ら考えると、基本計画実行を大きく遅延させているようにとらえられてきたが、これまで述べて

きたように、「本プロジェクトの柱は IST システムの構築であり、現実には大きな障害にはなって

いない」というのが本調査団の結論である。母子保健専門家の本プロジェクトにおける役割は、母

子保健関連の IST のカリキュラムの点検や作成にもあるが、むしろコンピューターネットワーク

によって計画・立案・実施・モニターされる実際の IST が、district や sub-district （health center）

でどのように実施され、それが実際の母子保健分野の医療サービスにどのような効果を及ぼして

いるか検証することであろう。母子保健の改善は、現在でも乳児死亡率が 70 ～ 100、妊産婦死亡

率が 300 というガーナの母子の健康指標からも、最優先の課題であることは明らかである。sub-

district レベルでの IST の最重点の対象者が、助産婦や伝統的助産婦（TBA）とされていることか

らも、母子保健分野における IST のインパクトをモニターすることは重要である。ガーナ側でも、
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上述の経緯は理解されており、合同委員会でもMCH ／ FP 担当官から、一応母子保健が重点領域

になっていることに注意を喚起する発言があったのみで、全体計画への異論はだされなかった。長

期専門家として母子保健専門家の派遣は重要であり、調査団としても早急に人選を進める予定で

あるが、その派遣の遅延が本プロジェクトの雌雄を決するものではない。

ガーナ保健省、特に人材養成局の現状認識とその改善への計画をみる限り、その能力

（competency）は相当高いとみてよく、限られた予算などの制限はあるものの、そこに integrate さ

れて活動を展開することのメリットは大きい。

さらに本プロジェクトは、施設や備品の整備を被援助国の組織の外に置いた JICA チームが遂行

する従来のプロジェクト方式技術協力とは異なり、あくまで被援助国の執行機関（本プロジェク

トの場合は保健省）に組み込まれた形で行うものである。たとえばカウンターパート制度は 2 つ

の独立した機関の間に対応関係を結ぶための制度である。本プロジェクトでは、JICA チームは

HRDD の内部に integrate されて存在する、ということになっている。1997 年度のミニッツ締結

の際に、ガーナ側がカウンターパート認定に大きな抵抗を示したのも、字義どおりに R ／ D を解

釈すれば無理のないことであった。JICA の援助スキームを遵守しながらも、このような新しい試

みに対応できるフレキシブルな姿勢が必要であろう。
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ては 1.75 回である。

保健省は、これまでに「中期保健戦略」や「現職研修政策」のなかで、「民間部門を含むすべての

保健医療施設の職員は、少なくとも 2 ～ 3 年に 1 回の現職研修に参加する」ことを目標としている。

しかし、同調査を通してこれまでに明らかになった結果からでも、現職研修の機会均等を確保す

ることにより、保健省の目標を十分達成することができると考えられる。と同時に、現職研修の

参加回数のみならず、現職研修の各コースの内容の質的向上も綿密に検討されるべき重要事項で

ある。

3 － 2　既存のカリキュラムのレビュー

保健医療従事者のための数多くのカリキュラムが、さまざまな機関や組織によって開発されて

いる。これらの既存のカリキュラムを収集・分析し、さらに開発機関との意見交換を通して今後

の各分野の現職研修用カリキュラムのあり方を検討した。その結果、以下の事項が確認された。

①基本的には既存のカリキュラムを最大限活用する。そのためには、既存のカリキュラムのう

ち適切なものを選択し、必要に応じては修正を加えて十分な部数を保健医療施設に供給する。

②優先度が高く必要不可欠な分野であるにもかかわらず、既存のカリキュラムがない分野に関

しては、本プロジェクトの活動のひとつとしてその開発を支援する。

3 － 3　現職研修情報システムの構築

（1）フローチャートの説明

このフローチャートは現職研修実施サイクルのなかでの研修情報の流れを表している。こ

の情報の流れはおおまかにいって、報告用紙上への記載・送付・データベースへの登録・デー

タベースの配布で実現される。それを系統だてたものがここでいうインサービストレーニン

グ情報システムである。

このフローチャートは 4 個の列に分かれ、左から郡レベル、州レベル、国レベル、外国援助

団体およびNGO における役割となっている。その列間のデータの移動が矢印で表されている。

各レベルでは、研修計画の計画・実施、報告用紙記入とその提出、研修情報の受取りとその

データの計画へのフィードバックが説明されている。

このシステムは、5 個の報告用紙と 2 個のコンピューターソフトウェアの流れで構成されて

いる。それらは、現職研修報告用紙（RP）、現職研修センター登録用紙（CT）、研修参加者登

録用紙（RG）、研修自己評価用紙（EV）、現職研修年間計画報告用紙（PL）、現職研修支援デー

タベース（IST-DB）、研修センターデータベース（TCI-DB）である。このうちの 4 用紙

（RP,CT,RG,EV）はワークショップのなかですでに設計されている。現職研修支援データベー

ス（IST-DB）は JICA 専門家により試行版が作成されている。現職研修年間計画報告用紙（PL）
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および研修センターデータベース（TCI-DB）は今後の開発課題である。

また、図中最右列の外国援助団体、NGO に役割を分担してもらうことは現段階では実現不

可能なので、将来の課題として記載されている。

（2）現職研修報告用紙（RP）

郡レベルで現職研修が実施されると、郡研修調整員は現職研修報告用紙に記入し、それを

州保健局を通して保健省人材養成局に提出する。同様に、州レベルで現職研修が実施される

と、州研修調整員は現職研修報告用紙に記入し、それを保健省人材養成局に提出する。国レ

ベルで現職研修が実施された場合も同様である。これらは人材養成局（HRDD）内計画部情報

課に集められ、現職研修支援データベース（IST-DB）に入力される。これはHRDD 内で公開

され、次の国レベルでの研修計画立案における参考資料とされる。同時に、このデータベー

スは州保健局に配布され、次の州レベルでの研修計画立案における参考資料とされる。また、

州保健局はこのデータをプリントアウトし郡保健局に配布する。これにより郡保健局におい

ても同様なデータの利用が行われる。このデータの流れは周期的である。周期的に更新され

た研修実施データが研修計画立案に反映されることにより、よりよい研修計画が立てられ、研

修成果が向上することが期待されている。

（3）現職研修センター登録用紙（CT）

この用紙は現職研修コースを実施する能力を有する施設を把握するために用いられる。こ

れは RP と同じ経路でHRDD に提出される。

（4）研修参加者登録用紙（RG）

この用紙は現職研修実施時、その施行手続上利用されるもので、現職研修参加予定者が記

入し、研修調整員に提出されるものである。これは他部局に提出されない。

（5）研修自己評価用紙（EV）

この用紙は現職研修に参加したものが、その研修に対する自己評価を記入し、研修調整員

に提出するものである。これは研修調整員が現職研修実施後の参加者の意見を把握すること

を目的としている。これは他部局に提出されない。

（6）現職研修年間計画報告用紙（PL）

郡レベル、州レベル、国レベルの年間研修計画を報告する用紙である。これはまだ具体的

に話し合われていない。
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（7）現職研修支援データベース（IST-DB）

現職研修報告用紙（RP）上のデータの記録、検索、データ配布を目的として重点地域 3 州に

対し別々に開発されている。これはマイクロソフト社ACCESS97 をカスタマイズして作成され

ている。

（8）研修センターデータベース（TCI-DB）

現職研修センター登録用紙（CT）上のデータの記録、検索、データ配布を目的として開発

されるものである。これは今後の開発課題である。

3 － 4　研修施設の拡充

保健省の「現職研修政策（In-Service Training Policy）」によると、保健医療従事者を対象とし

た定期的な現職研修が持続可能なかたちで実施されることが重要とされている。しかし、研修コー

ス開催の費用が非常に高く、その約 30 ～ 40％が研修会場や宿泊施設への費用となっている。そこ

で、重点 3 州の州保健局に対し、以下のような支援を行っている。

（1）州保健研修所

既存の保健省の建造物を改修した宿泊施設も併設する州研修所。その改修工事はWestern 州

では完了しており、他の 2 州では現在進行中。改修工事完了後、随時研修に必要な機材を供

与し、研修コース実施のための環境を整備しつつある。

（2）移動研修所

遠隔地に勤務する職員に対しては、州研修所を会場とする研修よりもむしろ、講師や研修

用機材等を搭載した車輌として派遣したほうが費用効率性が高いことが考えられる。この車

両を移動研修所と名付けその簡単な研修用機材や使用指針を含めて、各重点州へ供与を完了

した。

3 － 5　日本側分担事項

（1）長期専門家の派遣

以下の長期専門家を派遣した。

出浦喜丈　　　チームリーダー 1997 年6 月23 日～1999 年6 月 22 日

吉岡弘隆　　　調整員 1997 年6 月23 日～1999 年6 月 22 日

相賀裕嗣　　　公衆衛生 1997 年7 月20 日～1999 年7 月 19 日
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（2）ガーナカウンターパートの日本での研修

以下のカウンターパートの研修を行った。

Symon N Koku 公衆衛生 1997 年12 月1 日～1997 年12 月14 日

Delanyo Y Dovlo 公衆衛生 1998 年1 月 25 日～1998 年2 月 8 日

（3）機材供与

プロジェクト遂行に必要な機材の選定を行い、人材養成局（HRDD）本部と 3 つの州保健局

に必要機材の供与を行った。

（4）州研修センターの改修

3 州の研修センターの改修工事を行い、ほぼ完成した。改修計画はそれぞれの州保健局から

提出されたものを検討・改訂し、改修のための技術・経済支援を行った。

（5）計画打合せ調査団の派遣

1997 年 11 月 9 日～ 19 日に榊原洋一氏を団長とする計画打合せ調査団がガーナを訪れ、現

地視察とプロジェクトの目標についての検討を行った。ガーナ側との討議の結果ミニッツの

調印が行われた。

（6）ローカルコストの支援

プロジェクトの事業実施経費の支出は、原則としてはガーナ側の負担事項であるが、同国

の経済的困難を考慮して、日本側が一部を支出した。

3 － 6　ガーナ側分担事項

（1）プロジェクト事務所の提供

ガーナ保健省人材養成局（HRDD）の本部の一角に、プロジェクト用の事務スペースを提供

した。

（2）カウンターパートの選定

以下のカウンターパートを本プロジェクトのために選定した。

人材養成局局長 Delanyo Y. Dovlo

同　副局長 Ken Sagoe

同　研修部長 Said Al Hussein

IST 調整員 Symon N. Koku
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州保健局長（BAR） Kofi Asare

同（VR） Frank Nyonator

同（WR） Ernest Hanson

州研修調整員（BAR） Theodora Okyere

同（VR） Ellen Sarpong-Akorsah

同（WR） Esther Anyidoho

（3）プロジェクト運営資金

事務所の光熱費などプロジェクト運営資金の一部を負担した。
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4.  次年度（1999 年度）活動計画

4 － 1　日本・ガーナ協力活動

（1）中堅技術者養成訓練の実施

中堅技術者養成対策費により、リプロダクティブヘルスコース、プライマリー・ヘルスケ

ア基礎コース、系統的現職研修システムマネージメントの 3 コースが計画され実行される。こ

れらの研修コースの内容は保健省の保健医療の優先分野であり、主として district － sub-dis-

trict の保健婦／助産婦、地域保健婦、伝統的助産婦（TBA）等を対象とした現職研修の基本

となる研修コースとして定期的に実施されるように設定される予定である。

（2）研修情報システムの実施と維持

1998 年度の活動として、現職研修システムが立案され、保健省人材養成局にコンピューター

ネットワークを使った現職研修データベースが準備された。1999 年度よりサブ地域・郡・州・

国レベルで実施されるすべての研修情報が報告され、データベース化される。これにより各

レベルの研修がすべてモニターされ、これらの情報が次年度の計画作成に反映されることに

より、これまでバラバラに行われていた研修がより系統的に行われるようになる。（ANNEX

の研修情報システムフローチャートと説明を参照）

（3）モデル 3 州での現職研修および研修情報システムのモニタリング

1999 年度にモデル 3 州および各郡で実施される現職研修と現職研修情報システムが計画ど

おり機能しているかモニタリングする。

（4）現職研修手帳の作成

コミュニティヘルスナース、助産婦、TBA 等のヘルスワーカーに対して現職研修手帳を作

成配布する。研修手帳は、これらのヘルスワーカーの研修への動機づけや研修への参加計画

を立てるのに有効であると同時に、施設責任者が適切な研修受講者を選択したり、人員配置

やプロモーション等の人事管理にも有効であり、系統的研修システムの確立に役立つ。

（5）ワーキンググループ

1998 年度には、現職研修情報システム、および系統的現職研修プログラム・年間計画作成

の 2 つのワーキンググループを組織し、ワークショップ／ミーティングによって情報システ

ム作成、研修分野の優先度の設定とそれに基づく年間計画作成作業を行った。これらの 2 つ
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のワーキンググループは 1999 年度も維持される。さらに、母子保健分野、プライマリーヘル

ス基礎研修分野の研修プログラムの作成と改善のためのワーキンググループなどを作る計画

である。

4 － 2　日本側分担事項

（1）長期専門家の派遣

1998 年度現在 3 名（チームリーダー、公衆衛生（人材開発）、業務調整員）の長期専門家が

派遣されているが、研修ニーズの第一優先分野として母子保健分野があげられ、1999 年度か

らは中堅技術者養成対策費による実際の研修も開始される。これらを円滑に行うために母子

保健専門家派遣を確実に実施する。

（2）短期専門家の派遣

1999 年度は、現職研修情報システムが実際に稼働するため、研修情報システムの維持およ

び州保健局への技術移転のためシステムエンジニアの派遣を検討する。中堅技術者養成対策

費による母子保健、プライマリーヘルスケアーの研修が実施される。これら研修プログラム

の作成や実際の訓練活動のために、助産婦教育・健康教育・視聴覚教育専門家の派遣を検討

する。また、1999 年度はコレブ病院でのプロジェクト活動が始まる予定であり、活動プラン

作成のため病院管理の専門家派遣を検討する。プロジェクトのサスティナビリティはきわめ

て重要であり、特にフィナンシャルな観点からの分析が欠かせないため、財務管理の専門家

の派遣を検討する。

（3）カウンターパートの日本派遣研修

州保健局からは、サブ地域・郡での現職研修計画を計画・実行・モニタリング・評価するた

めに、州保健局研修コーディネーターの地域保健分野の派遣研修を計画する。HRDD からは、

公衆衛生分野の派遣研修を検討する。

（4）1999 年度機材供与

1997 年度、および 1998 年度機材供与実績を踏まえ、HRDD およびモデル3 州研修センター

への機材供与計画を作成実施する。

1999 年度は、新たにコレブ教育病院の研修センターがプロジェクトサイトと確認され、研

修計画に基づいた機材供与を計画実施する。
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（5）Operational and Maintenance Cost

プロジェクト活動の実施に伴うローカルコストは、原則的にガーナ側が負担すべきもので

あるが、ガーナ側の財政事情を考慮して、スムーズにプロジェクトを進めるために日本側は

応分の負担をする。中堅技術者養成対策費については、1999 年度は 1998 年度の 80％に漸減

される。

4 － 3　ガーナ側分担事項

（1）カウンターパートの指名

プロジェクト活動を進めるために、保健省人材養成局より 10 名、モデル地区 3 州保健局長

と研修コーディネーター 6 名が指名されている。1999 年度は、コレブ教育病院研修センター

がプロジェクトサイトとして再確認され、プロジェクト活動が開始されるため、Director of

Administration および研修コーディネーターが指名されプロジェクト活動に参加する予定で

ある。

（2）Operational and Maintenance Cost

プロジェクト活動のサスティナビリティを鑑み、ガーナ側はフィールド調査の旅費等でき

る限りのローカルコストを負担する。中堅技術者養成対策費については、日本側の予算が 1998

年度の 80％に漸減されるので、原則的に 20％の負担をする。
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5.  プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）
および暫定実施計画（TSI）　　　　　　　　

5 － 1　PDM の修正

本プロジェクトにおいては、討議議事録（R/D）調印時に PDM は作成されていなかった。その

ため、1997 年度の計画打合せ調査団派遣時には、PDM がワークショップを通して日ガの共同で作

成された。しかし、その際十分な時間をあてることができず、PDM は未完成となっていた。今回、

より具体的な活動内容やモニタリングのための指標を盛り込むなどして、PDM を完成し、さらに

日ガの両側で合意した。旧 PDM との変更点は以下の表 3 のとおりである。付属資料①ミニッツと

付属資料②旧 PDM もあわせて参照されたい。
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6.  合同委員会協議結果

10 月 20 日・21 日の 2 日間の人材養成局（HRDD）との集中的な協議終了後、プロジェクト開始

後第 2 回目の合同委員会がガーナ保健省カンファレンスルームで 10 月 22 日に開催された。

出席者は、ガーナ側は Director of Medical Service、Dr. Tinorgah、MCH ／ FP Unit （Public

Health Division） の Dr. Odoi-Agyarko、Director of ICD、Dr. Dovlo ほかの人材養成局のカウン

ターパート等 21 名、日本側は運営指導調査団梅内団長以下 12 名の合計 33 名の参加者が参加した。

協議内容：

2 日間の協議に基づいて作成された議事録に基づき、1997 年・1998 年の活動経過、1999 年の

活動プランの報告、および協議された重要点についての協議結果が報告され、特に異議なく了

承された。

本プロジェクトが、ガーナ保健省、および JICA の協力によって行われている重要なプロジェ

クトであることが再確認されるとともに、母子保健分野が重要な対象であるが、最終的な目的

は現職研修システムづくりにあること、さらに、モデル地区 3 州で活動を行うが、3 州で確立さ

れたシステムから他の州に拡大して全国的なシステムの展開を図る重要なプロジェクトである

ことが再確認された。

合同委員会での協議の後、日本側運営指導調査団梅内団長、ガーナ側Director of Medical Ser-

vice の Dr.Tinorgha の間でミニッツのサインが行われた。                                      



附　属　資　料

①　ミニッツ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②　旧 PDM
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